
第９回合併協議会が、１月23日（金）午後１時30分から、角館広域交流センター多目的ホールを会場

に開催されました。

今回の協議会では、名称の決定方法について、「決定方法は地域住民から現町名を単独では用いない名

称案を広く募集し、その結果に『田沢湖』、『角館』、『西木』の三市を加え、法定協議会で協議のうえ決

定する。」に変更することとし、新自治体の名称を募集することを確認しました。

なお募集方法等の詳細については、２月13日に田沢湖町で開催される第２回臨時合併協議会で、協議

することになりました。
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協
議
の
さ
れ
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

【
協
議
事
項
】

●
協
議
案
第
五
号
（
継
続
協
議
）
…
…
…

は
じ
め
に
事
務
局
か
ら
、
今
回
の
協
議

会
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
が
説
明
さ
れ
、

協
議
案
第
五
号
に
つ
い
て
は
、
第
三
回
協

議
会
で
「
決
定
方
法
は

法
定
協
議
会
で
協

議
の
う
え
決
定
す
る
。」
と
確
認
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
地
域
住
民
か
ら
新
自
治
体

の
名
称
に
つ
い
て
の
考
え
を
直
接
う
か
が

2

い
、
そ
の
結
果
を
法
定
協
議
会
で
の
協
議

の
過
程
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、「
決
定
方

法
は
、

法
定
協
議
会
で
協
議
の

う
え
決
定
す
る
。」
に
変
更
す
る
案
が
、

提
案
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
か
ら
は
、「
三
市
名
も
入
れ
て
募

集
し
た
方
が
、
住
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
。」
等
の
意
見
が
出
さ

れ
る
一
方
、「
三
市
名
の
名
称
を
入
れ
た

場
合
、
人
口
の
多
さ
等
に
よ
る
パ
ワ
ー
ゲ

ー
ム
に
な
っ
て
し
ま
う
。」、「
現
在
の
名

称
を
残
し
た
い
町
村
で
、
自
分
の
町
村
の

名
前
を
書
い
て
欲
し
い
と
の
運
動
が
起
こ

る
恐
れ
が
あ
る
。」
等
の
意
見
も
出
さ
れ
、

協
議
の
結
果
、
変
更
案
に
賛
成
す
る
こ
と

と
し
、
新
自
治
体
の
名
称
を
募
集
す
る
こ

と
と
確
認
し
ま
し
た
。

な
お
募
集
要
項
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
幹
事
会
等
で
素
案
を
作
成
し
、
二
月

十
三
日
に
開
催
さ
れ
る
臨
時
協
議
会
で
協

議
す
る
こ
と
と
、
確
認
し
ま
し
た
。

（
平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日
開
催
）

協
議
案
第
五
号
「
新
自
治
体
の
名
称
に

つ
い
て
」
を
提
案
。

（
平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日
開
催
）

「
新
自
治
体
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
新

自
治
体
の
地
理
的
位
置
と
地
域
的
特
性
を

全
国
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
名
称
と
す

る
。
決
定
方
法
は
公
募
に
よ
ら
ず
現
在
の

名
称
を
基
に
し
、
法
定
協
議
会
で
協
議
の

う
え
決
定
す
る
。」
と
い
う
決
定
方
法
を

協
議
会
で
確
認
す
る
。

名
称
に
つ
い
て
協
議
会
の
委
員
か
ら
、

ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
で
意
見
を
い
た
だ
く
こ

と
で
確
認
す
る
。

（
平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日
開
催
）

三
町
村
長
と
仙
北
地
域
振
興
局
長
を
除

く
二
十
四
名
の
委
員
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
は
、
角
館
市
七
、
田
沢
湖
市
六
、

北
の
都
（
き
た
の
み
や
こ
）
市
五
、
北
都

（
ほ
く
と
）
市
三
、
北
浦
市
・
東
あ
き
た

市
・
東
秋
田
市
が
そ
れ
ぞ
れ
一
で
あ
っ

た
。（

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
開
催
）

各
委
員
よ
り
意
見
を
伺
い
、
決
定
方
法

に
つ
い
て
三
町
村
長
で
話
し
合
い
、
次
回

の
協
議
会
で
提
案
す
る
と
い
う
こ
と
で
確

認
。

（
平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
開
催
）

三
町
村
長
案
と
し
て
、「
新
自
治
体
の

名
称
は
、「
田
沢
湖
」
と
「
角
館
」
を
連

ね
た
も
の
と
す
る
。」
を
提
案
。

（
平
成
十
五
年
十
月
二
十
四
日
開
催
）

西
木
村
よ
り
、
住
民
説
明
会
が
事
情
に

よ
り
開
催
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
次
回
臨

時
会
ま
で
に
開
催
し
、
住
民
か
ら
意
見
を

聞
き
た
い
と
の
要
望
が
だ
さ
れ
る
。

（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
開
催
）

第
八
回
協
議
会
（
二
十
八
日
）
で
、
連

称
案
に
つ
い
て
最
大
限
結
論
を
出
す
よ
う

に
し
た
い
と
確
認
。

（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
開
催
）

田
沢
湖
町
・
西
木
村
議
会
よ
り
、
臨
時

協
議
会
後
に
議
会
で
協
議
し
た
結
果
、
連

称
案
に
つ
い
て
は
大
多
数
が
反
対
で
あ
っ

た
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。
委
員
全
員

の
意
見
集
約
が
で
き
な
い
た
め
、
無
記
名

投
票
に
よ
る
採
決
を
行
う
。
会
長
を
除
く

二
十
七
人
の
投
票
の
結
果
、賛
成
十
六
人
、

反
対
十
一
人
と
な
り
、
会
議
運
営
規
程
に

基
づ
き
、
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、「
田
沢

湖
と
角
館
を
連
ね
る
」
名
称
案
は
否
決
さ

れ
る
。
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●
協
議
案
第
十
号
（
継
続
協
議
）
…
…
…

第
七
回
協
議
会
で
小
委
員
会
委
員
長
よ

り
報
告
の
あ
っ
た
と
お
り
、

①
議
会
議
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
市
町

村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七

条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
、
平
成
十

七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
、
引
き
続
き

新
市
の
議
会
議
員
と
し
て
在
任
す
る

（
在
任
特
例
）。

②
定
数
に
つ
い
て
は
、二
十
四
人
と
す
る
。

と
い
う
調
整
案
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
に

対
し
、
三
町
村
議
会
か
ら
は
、「
昨
年
八

月
の
小
委
員
会
で
事
情
を
話
し
た
と
き
か

ら
内
容
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。」、「
定
数

は
二
十
四
名
で
結
構
だ
が
、
特
例
の
任
期

の
意
見
集
約
は
し
て
い
な
い
。」
等
の
意

見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
提
案
と
い

う
こ
と
で
、
各
議
会
で
意
見
の
集
約
を
し

て
い
た
だ
き
、
次
回
の
定
例
会
で
確
認
し

た
い
と
い
う
こ
と
で
、
継
続
し
て
協
議
す

る
こ
と
と
、
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
十
一
号
（
継
続
協
議
）
…
…

こ
の
案
件
に
つ
い
て
も
、
第
七
回
協
議

会
で
小
委
員
会
委
員
長
よ
り
報
告
の
あ
っ

た
と
お
り
、

①
農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、

三
町
村
の
農
業
委
員
会
は
、
農
業
委
員

会
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
一

項
の
規
定
を
適
用
し
、
平
成
十
七
年
七

月
十
九
日
ま
で
新
市
の
農
業
委
員
会
と

し
て
存
続
す
る
。
そ
の
後
一
つ
に
統
合

し
、
旧
町
村
を
区
域
と
す
る
三
つ
の
選

挙
区
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

②
定
数
に
つ
い
て
は
、
選
挙
に
よ
る
委
員

の
定
数
は
、
二
十
人
と
す
る
。

③
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
各
選
挙
区
ご
と

の
委
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

ま
で
に
調
整
す
る
。

と
い
う
調
整
案
が
提
出
さ
れ
、
こ
の
案

件
も
次
回
の
定
例
会
で
改
め
て
協
議
す
る

と
い
う
こ
と
で
、
継
続
し
て
協
議
す
る
こ

と
と
、
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
二
十
六
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
二
十
七
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
二
十
八
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
二
十
九
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
三
十
号
…
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
三
十
一
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
三
十
二
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
三
十
三
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
三
十
四
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
三
十
五
号
…
…
…
…
…
…
…

調
整
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
、
確

認
し
ま
し
た
。

※
協
議
案
第
二
十
六
号
か
ら
第
三
十
五
号

ま
で
の
調
整
案
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五

年
十
一
月
十
日
発
行
の
田
沢
湖
・
角
館
・

西
木
合
併
協
議
会
だ
よ
り
の
二
〜
三
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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■
提
案
事
項
（
次
回
協
議
事
項
）

●
協
議
案
第
三
十
六
号
…
…
…
…
…
…
…

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
に
つ
い
て

は
、
で
き
る
だ
け
大
幅
な
変
動
が
生
じ
な

い
よ
う
調
整
に
努
め
、
新
市
の
賦
課
時
に

決
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
事
業
の
見
直
し
、
税
の
廃
止
等
に

つ
い
て
、
新
市
に
お
い
て
検
討
を
行
い
ま

す
。

●
協
議
案
第
三
十
七
号
…
…
…
…
…
…
…

現
在
三
町
村
で
差
異
の
あ
る
使
用
料
及

び
手
数
料
に
つ
い
て
、
負
担
の
公
平
の
原

則
か
ら
適
正
な
料
金
の
あ
り
方
等
に
つ
い

て
調
整
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
各
種
施
設
等
の
使
用
料
に
つ
い

て
は
、
施
設
の
内
容
、
建
設
年
度
が
異
な

る
た
め
、
原
則
と
し
て
現
行
の
と
お
り
と

し
ま
す
。

た
だ
し
、
類
似
施
設
に
つ
い
て
は
可
能

な
限
り
統
一
に
努
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

●
協
議
案
第
三
十
八
号
…
…
…
…
…
…
…

行
政
区
に
つ
い
て
は
、
当
面
の
間
現
行

ど
お
り
と
し
て
、
新
市
に
お
い
て
統
合
再

編
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三
町
村
が
現
在
行
っ
て
い
る
行
政
連
絡

員
制
度
は
現
行
の
と
お
り
新
市
で
継
続
し

ま
す
。
な
お
行
政
連
絡
員
の
行
う
業
務
に

つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

●
協
議
案
第
三
十
九
号
…
…
…
…
…
…
…

現
在
三
町
村
で
行
わ
れ
て
い
る
申
告
受

付
事
務
は
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

そ
の
他
の
納
税
関
係
事
務
及
び
事
業
に

つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
も

の
と
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
も
の
と

に
区
分
し
調
整
さ
れ
ま
す
。

●
協
議
案
第
四
十
号
…
…
…
…
…
…
…
…

中
小
企
業
等
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、

合
併
前
に
調
整
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

観
光
施
設
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。

観
光
イ
ベ
ン
ト
及
び
Ｐ
Ｒ
事
業
に
つ
い

て
は
、
主
催
団
体
と
協
議
の
上
、
新
市
に

お
い
て
調
整
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
協
議
案
第
四
十
一
号
…
…
…
…
…
…
…

勤
労
者
・
消
費
者
対
策
事
業
は
、
勤
労

者
支
援
及
び
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
新

市
に
お
い
て
取
り
組
み
に
努
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

●
協
議
案
第
四
十
二
号
…
…
…
…
…
…
…

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
及
び
都
市

計
画
区
域
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て

策
定
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
現

行
ど
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
運
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

町
村
道
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
市
道
と

し
て
引
き
継
が
れ
ま
す
が
、
新
市
に
お
い

て
市
道
認
定
基
準
を
新
た
に
策
定
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

除
雪
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
新
た
に
策
定
さ
れ
ま
す
。

公
営
住
宅
及
び
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

現
行
ど
お
り
新
市
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。


